
I.ア レルギー対策につい

1.ア レルギー対策の現状 と問題点

(1)我が国におけるアレルギー対策の現状

(1)ア レルギー疾患患者の動向

○ 疫学研究

平成 4年度か ら 6年度にかけて実施 された厚生科学研究の全国調査

(「 アレルギー疾患の疫学的研究」(班長 :関西電力病院 三河春樹先生))

によると、何 らかのア レルギー疾患を有する者は、乳児 ;28.9%、
幼児 ;39.1%、 小児 ;35.2%、 成人 ;29.1%で あつた。 こ

れ らの結果は、我が国全人 口の約 3人に 1人が何 らかのアレルギー疾患

に罹患 していることを示 している。

○ 平成 15年保健福祉動向調査 アレルギー様症状

・ 調査の概要

平成 15年国民生活基礎調査の調査地区か ら層化無作為抽出した全

国の 300地 区内におけるすべての世帯員 41, 159名 を調査の客

体 とし調査が行われた。

・ アレルギー様症状があった者 とその診断があった者の状況

本調査によると、この 1年間に、皮膚、呼吸器及び 目鼻の各症状の

いずれかのアレルギー様症状があつた者は全体の 35。 9%で、この

うち、ア レルギー診断のあった者は全体の 14.7%で あった。現在

ア レルギー様症状のある者で医療機関においてア レルギー診断を受け

た者の割合は半分に至っていない。 (図 2・ 図 3)

・ アレルギー疾患対策への要望

今後のアレルギー疾患対策について要望があると答えた者は全体の

57.5%で 、その主な内容は、「医療機関 (病院・診療所)にアレル

ギー専門の医師を配置 してほしい」、「アレルギーに対する医薬品の開

発に力を入れてほしい」、「アレルギーに関する情報を積極的に提供 し

てほしい」であった。 (表 3)
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○ 個別疾患毎の状況
も

。 気管支喘息

気管支喘慶、は小児・成人 とも年々増加傾向にあり、小児の喘息は過

去 30年間で 1%か ら5%に、成人の喘息は 1%か ら3%に増加 し、

現在約 400万 人が気管支喘息に罹患 していると考えられる。(図 4)

。 アレルギニ′性鼻炎 。花粉症

花粉症の原因や発症状況は各地方の植物の種類や花粉の数によって

異なる。例えばスギ花粉症は花粉が飛ばない北海道や沖縄ではほとん

ど見 られない。

平成 13年に実施 された財団法人 日本アレルギー協会の全国調査に

よれば、スギ花粉症の有病率は、全国平均で約 12%で あった。

平成 7年にスギ花粉症について千葉県で実施 された調査によると、

小中学生の感作率、発症率は全体的に年齢が上がるにつれて上昇 し、

20～ 40歳 までの青壮年では感作率は 60%を 超え、抗体陽性者の

発症率も55%を 超えてピークを示す。 しかし50歳以上では、加齢

とともに感作率、発症率はともに減少する。

・ ア トピー性皮膚炎

ア トピー性皮膚炎の有症率は、平成 4年厚生省児童家庭局母子衛生

課の全国調査によると、平L児 6.6%、 1歳半児 5.3%、 3歳児

8.0%で あった。

平成 12年度から14年度にかけて厚生労働科学研究で実施 された

全国調査 (「 ア トピー性皮膚炎の患者数の実態及び発症・悪化に及ぼ

す環境因子の調査に関する研究」 (主任研究者 :山本昇壮広島大学名

誉教授))に よると、 4ヶ 月児 ;12.8%、 1歳半児 ;9.8%、
3歳児 ;13.2%、 小学 1年生 ;11.8%、 小学 6年生 ;10.
6%、 大学生 ;8.2%で ある。これ らの結果からみると、本症の有

症率は平成 4年の調査結果 と比較するとなお増加傾向にあるようにみ

えるが、両調査の診断基準が同一であつたか否かの検証はなされてお

らず、単純に比較することは妥当でないとの意見もある。

*3平成 14年 リウマチ・アレルギー対策委員会 「リウマチ・アレルギー研究白書」より
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名古屋地区においては、昭和 56年か ら幼児 。学童 (3～ 15歳 )を

対象 とした縦断調査が実施 され、昭和 56年の有症率は2.9%で あ

つたが、平成 4年には 6.6%に 増加 した。 しかし、平成 4年以降は

有意な増加はみられないことが報告 されている。

。 食物アレルギー

平成 12年度から14年度に厚生労働科学研究で実施 された調査

(「 重篤な食物アレルギーの全国調査に関する研究」 (分担研究者 :飯

倉洋治昭和大学医学部教授 ))に よると、食物アレルギーを起 こす原

因としては、鶏卵 (約 39%)、 牛乳・乳製品 (約 16%)等 である。

また、平成 15年度から 17年度の厚生労働科学研究 「食物等によ

るアナフィラキシー反応の原因物質 (ア レルゲン)の確定、予防・予

知法の確立に関する研究」 (主任研究者 :海老澤元宏国立病院機構相

槙原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部長)等によると、

食物アレルギーは小児に多い病気であるが、学童期、成人にも認めら

れ、その割合は、乳児が 10%、 3歳児が4～ 5%、 学童期が 2～ 3

%、 成人が 1～ 2%と いわれている。

○ アレルギー関連死

平成 15年人 口動態統計によると、ア レルギー疾患に関連 した死亡者

数は 3, 754名 で、その うち 「喘息」による死亡は 3, 701名 (9

8.6%)、 「スズメバチ、ジガバチおよび ミツバチ との接触」による死

亡は 24名 (0.6%)、 「有害食物反応によるアナフィラキシーシ ョッ

ク」による死亡は 3名 (0.1%)で あつた。 (図 5)
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(2)主 なアレルギー対策の経緯

(ア )厚生労働省におけるアレルギー対策

○ 病院及び診療所におけるアレルギー科の標榜

・ 平成 8年 より医療法上の標榜科 としてアレルギー科が認められ

た。平成 14年現在のアレルギー科の標榜施設は病院 と診療所を

あわせて4, 480施 設 となっている。

○ 普及・啓発

・ 厚生労働省では、研究成果を活用 した普及啓発 として、次の施

策を行ってきた。

① 均一な治療の普及のために、関係学会等 と連携 し、診療ガイ

ドライン等を作成 して医療機関等に配布

② 各種ア レルギー疾患についてわか りやす く解説 したパンフレ

ットを作成 し、広く一般国民に情報を提供

③ 平成 14年には、ア レルギー疾患のこれまでの研究成果をと

りまとめた 「リウマチ・ア レルギー研究白書」を作成 し、都道

府県等へ配布

。 また、都道府県等の保健師等を対象にした 「リウマチ・ア レル

ギー相談員養成研修会」等を実施 し、地域における相談体制の確

保促進を図つている。

・ 平成 16年 12月 か ら厚生労働省のホームページ上に「リウマ

チ・ア レルギー情報」のページを開設 し、正 しい情報の普及の強

化に努めている。

(http:〃
―

.mhlw.gojp/new― info/kobet助 /kenkou/ryumachi/index.html)

。 平成 17年春は、全国的に観測史上 1, 2位を争 う多さの花粉

が飛散すると予測 されていたため、厚生労働省は花粉の飛散が本

格化する前か ら「緊急対策」 として、正 しい情報に基づ く花粉症

の予防や早期治療の更なる徹底を進めてきた。具体的には、国民

に対 し、花粉症に関す る正 しい情報を提供す るとともに、花粉に

できるだけさらされないよう自ら予防 し、必要があれば早めに医

療機関を受診 してもらうよう呼びかけた。また、医療従事者等に
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○

対 しては、適切な治療がなされるよう、診療ガイ ドラインの周知

徹底等を行つた。

ア レルギー物質を含む食品に関する表示について

。 食物アレルギー疾患を有す る者の健康被害の発生を防止する観

点か ら、ア レルギーをは じめ とした過敏症を惹起することが知 ら

れている物質を含む加工食品の うち、特に発症数、重篤度か ら勘

案 して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の 5

品 目を原材料 とする加工食品については、これ らを原材料 として

含む 旨を記載することを食品衛生法で義務づけ、平成 13年 より

施行 している。また、その他アレルギーの発症が見られ る 20品
目についても、法的な義務は課 さないものの、アレルギー疾患を

有する者への情報提供の一環 として、当該食品を原材料 として含

む旨を可能な限 り表示するよ う努めるよう、同年より推奨 してい

る。また、こうした制度を周知す るため、パンフレッ トやホーム

ページ等を活用 している。

アナフィラキシーに対するエ ピネフリン自己注射用キッ ト

・ エピネフリンは、その交感神経刺激作用により、気管支痙攣の

治療や急性低血圧・アナフィラキシーシ ョックの補助治療等に世

界中で使用 されてお り、これ を自己注射するための緊急処置キッ

トが開発 されている。本邦において蜂毒に起因するアナフィラキ

シーにより年間約 30人の死亡例が報告 されている。一方林野庁

では、平成 7年から職員を対象 としてアナフィラキシーショック

に対する緊急治療薬 としてエ ピネフリン自己注射用キッ トを輸入

し、治験に準 じた使用を開始 した。厚生労働省は、平成 15年、

蜂毒に起因す るアナフィラキシーショックの補助治療剤 としての

輸入承認 を行い、平成 17年 3月 、蜂毒に限らず食物及び薬物等

に起因するアナフィラキシーについて新規効能追加の承認を行っ

た。 このことか ら、医師のイ ンフォーム ドコンセン トを前提 とし

た処方が可能 となった。

研究の推進

・ 厚生労働科学研究費補助金 により、平成 4年度から、ア レルギ

○

○
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○

―疾患についてその病因 。病態解明及び治療法の開発等に関する

総合的な研究が開始 されている。

。 また、平成 12年 10月 に国立相模原病院 (現 国立病院機構

相模原病院)に 臨床研究センターを開設 し、ア レルギー疾患に関

する臨床研究を進めている。 さらに、平成 16年 4月 から理化学

研究所横浜研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター との間

でアレルギーワクチン開発等の共同研究が実施 されている。

花粉症対策における関係省庁 との連携

・ 社会問題化 している花粉症の諸問題について検討を行 うため、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、気象庁、環境省で構成す

る「花粉症に関する関係省庁担当者連絡会議」が設置 されてお り、

必要な情報交換を行つている。

シックハウス対策

・ シックハ ウス症候群 とは、近年の住宅の高気密化等により、建

築材等から発生す る化学物質等による室内空気汚染による健康影

響のことであ り、その原因 として中毒によるもの、アレルギーに

よるもの、その他明確でないもの等があげられ る。厚生労働省に

おいては、原因解明、実態把握、診断・治療法等に関する研究等

を実施 し、平成 16年 2月 には 「室内空気質健康影響研究会」に

よりそれまでに厚生労働科学研究等で得 られた医学的知見等の整

理・報告書のとりまとめが行われた。

・ 厚生労働省は、平成 13年度までに、 13種 類の化学物質の室

内濃度指針値等を策定、平成 15年 4月 より、建築物における衛

生的環境の確保に関す る法律に基づ く特定建築物における室内空

気中のホルムアルデ ヒ ド量の測定の義務づけを行 うとともに、医

療機関においてア レルゲン等を除去 した環境下で診断、治療等を

行 う「クリーンルーム」の整備等を行つている。

。 また、平成 12年度 より「関係省庁連絡会議」を設置 し、厚生

労働省は関係省庁 と連携 しつつ総合的な対策を推進している。

○
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(イ )地方公共団体におけるア レルギー対策

都道府県におけるアレルギー対策は、地域の特性 に応 じて自治事務

として取 り組まれている。 しか しなが ら、普及啓発や相談窓 国の設置

などは比較的取 り組まれているものの、医療計画上アレルギー対策を

定めているところは少ない。 また、市町村や関係団体等 との連携を図

ってい るところも少ないなど、各都道府県間には較差があ り、その対

策は必ず しも十分なものとならていない。 (表 2)

(ウ )ア レルギーに関する専門医療等

医療 の水準を高めること、患者や患者の家族か ら見て医療施設や医

師個人の専門を承知 して診療 を受けられ るようにす ること、医療施設

及び医師が相互にその専門をす ぐ判るようにす ること等に役立つ こと

を目的 として、昭和 62年 10月 、 日本アレルギー学会によリア レル

ギー認 定医制度が制定され、平成 16年 11月 か ら専門医制度に一本

化 され た。平成 17年 7月 現在で専門医 2, 300名 (う ち指導医 4

14名 )が認定されている。学会の認定施設数は、 273施 設 377
科 (内科 185科 、小児科 95科、耳鼻咽喉科 23科、皮膚科 33科、

眼科 1科)である。人 口 10万対比のア レルギー専門医数は約 1.6
である。今後、学会において適切な専門医数の水準等を検証 しつつ、

適切な認定施設 と専門医の確保が求められる。

う
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(2)ア レルギー対策における問題点

我が国においてはこのようなアレルギー対策を実施 し、欧米のアレルギ

ー診療水準 との較差はないが、これ ら対策は必ず しも戦略的に推進 されて

お らず、また、患者への医療提供等について患者のニーズに対応できてい

ない面があり、問題を残 しているといえる。

(1)医療面の問題

○ 適切なアレルギー診療の可能な医療機関

アレルギー診療の可能な医療機関の立地については地域により様

々であるが、その実情や在 り方について、地域において体系立てて

計画的に整理 されていないのが現状である。

早期診断の問題

患者の重症化を防ぐためには早期診断、早期治療が重要であるが、

そのためには発症早期の患者や軽症の患者 を診療する可能性が高

い、地域の医療機関の医師におけるアレルギー疾患管理能力の向上

が重要である。 しか しながら、必ず しも全ての医療機関において診

療ガイ ドラインを活用 した標準的な医療の提供がなされていない。

(図 6)

ア レルギー疾患を診療する医師の資質

ア レルギー疾患は罹患臓器が全身各臓器にわた り、平L幼児期から

高齢期まで全年齢層が罹患する疾患群であるので、アレルギー診療

には幅広い知識が必要 となるが、現在は各診療科が縦割 りでそれぞ

れの診療を行っている場合が多い。

ア レルギー疾患に関連 した死亡

脳血管疾患・悪性新生物等 と異な り、アレルギー疾患は一般的に

死に至ることが少ない病気であるが、年間約 4, 000人 がアレル

ギー疾患により死亡している。

とりわけ喘息死対策は喫緊の課題であるが、わが国における喘息

死は減少傾向にあるとはいえ、未だ先進国群において高い死亡率を

示 している。その原因としては、喘息発作についての認識不足や不

○

○

○
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定期受診等、患者側の要因が大きいとされている。また診療側では、

診療ガイ ドラインに基づいた継続的かつ計画的な治療管理が喘息死

を有意に減少 させるとされているが、その普及は十分といえない。

(2)情報提供・相談体制面の問題

○ 慢性期医療管理の問題

・ アレルギー疾患については、抗原回避等の生活環境や生活習慣の

改善、 日常服薬管理、疾患状態の客観的 自己評価及び救急時対応の

手法について 自ら習得 し管理することで、QOLの 向上を図ること

ができるが、現時点では必ず しもこういった内容に関する適切な疾

患管理が患者 自身によつて十分に行われてお らず、またその習得方

法の確立や普及も完全ではない。

。 薬斉J副作用の問題

アレルギー疾患の治療においては、炎症を抑える薬物を長期投与す

ることが多いため、副作用の問題が重要である。疾患によっては診療

ガイ ドラインにおいて局所抗炎症薬が推奨 されているが、患者の診療

に対する意志に頼るところが大きいこと等か ら、実際には正 しい疾患

治療管理が行われていないことがある。現状において必ず しも薬剤の

副作用について正 しい知識が普及 していないため、患者は薬斉Jの副作

用発現に気づかず合併症を併発 した り、もしくは副作用を恐れて怠薬

した りしていることがある。

○ 情報の問題

・ 情報の氾濫

インターネ ッ トの普及等によリアレルギー疾患に関する各種の情報

が入手できるようになった。 しか し、いわゆる医療 ビジネスや民間療

法に関する情報 も普及 し、中には健康に悪影響を及ぼす誤つた情報や、

不適切な情報等があり、国民が正 しい情報を取捨選択するのが困難な

状況にある。また、国民か らは、アレルギーに関する適切な情報をさ

らに積極的に提供 してほしいとの要望もなされている。

○ 相談の問題

個人差はあるものの、アレルギー疾患患者は長期的にQOLを 損な う
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恐れがあ り、心理的負担がかかるため、ア レルギー疾患を管理する上で

はカウンセ リング等の心理的支援にも留意 した適切な相談対応が必要で

ある。現状では、必ず しもすべての都道府県等において、相談業務をは

じめとした十分なア レルギー疾患に関する対策が講 じられていない。ま

た、国において実施 している相談員養成研修会においてもその点につい

て十分な対応ができているとはいえない。

(3)研究面の問題

○ 患者の実態把握

国において、アレルギー患者の実態については必ず しも十分に把握 さ

れてお らず、有効な治療法の確立に必要な情報収集体制が確立されてい

ない。

○ 予防法が未確立

ア レルギー疾患は遺伝要因と環境要因が関与 しているといわれている

が、多様な原因 。悪化因子は年齢によつても個々の患者によってもそれ

ぞれ異なるとされ、予防法が確立 していない。

○ どの医療機関でも実施できる抗原確定診断法が未確立

減感作療法や抗原回避等の抗原に特異的な治療を実施するためには、

ア レルギーの原因物質の特定は必須の前提条件である。現在、アレルギ

ー疾患の原因物質の確定診断には抗原の負荷試験が必要で、負荷試験は

危険を伴 うin宙vo試験であるため、限られた専門施設でしか実施されて

いない。 よって、現時点では必ず しもア レルギーの原因物質が特定され

ていない状況で治療が実施されている状況である。

○ 根治的治療法が未確立

ア レルギー疾患に関する研究の成果 としてく徐々に発症機序、悪化因

子等の解明が進みつつあるが、その免疫システム・病態はいまだ十分に

解明されていないため、アレルギー疾患に対する完全な予防法や根治的

治療法がなく、治療の中心は抗原回避をはじめとした生活環境確保 と抗

炎症斉J等 の薬物療法による長期的な対症療法 となっているのが現状であ

る。免疫アレルギー疾患に関するわが国の基礎研究は世界水準にあると
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いえるが、創薬等の治療へ と進む研究が行われていないとの意見もある。
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2.今後のアレルギー対策について

(1)ア レルギー対策の基本的方向性

(1)今後のアレルギー対策の目標

国のア レルギー対策 の目標 としては、ア レルギー疾患に関して、予防・

治療法を確立し、国民の安心・安全な生活の実現を図ることにある。

しか しながら、従来の対策では先に述べたような医療面での問題、患者

のQOLの 低下の問題等が生 じてお り、これ らの問題の解決を図るため、

施策の優先 日標を定め、アレルギー対策を効果的に講 じる必要がある。

「自己管理可能な疾患」ヘ

患者のQOLの 維持・向上が図られるよう、ア レルギー疾患の重症化を

予防するための 日常生活における管理や医療の提供が重要である。このた

め、ア レルギー疾患の 自己管理を可能 とするためには、身近なかかりつけ

医をは じめとした医療関係者等の支援の下、患者及び患者家族が必要な医

療情報及び相談を得て、治療法を正 しく理解 し、生活環境を改善 し、また

自分の疾患状態を客観的に評価する等の自己管理が必要である。

なお、このような取 り組みに重点を置きつつ、長期的視点に立ってアレ

ルギー疾患の予防及び根治療法の確立のための研究等の更なる推進を進め

アレルギー疾患の克服を目指すこととする。

(2)国 と地方公共団体 との適切な役割分担と連携体制の確立

上記アレルギー対策の目標が達成 されるためには、国と地方公共団体、

関係団体等 との役割分担及び連携が重要となる。国と地方公共団体の役害」

分担については、アレルギー疾患の特性及び医療制度の趣旨等を考慮すれ

ば、基本的には、都道府県は、適切な医療体制の確保を図るとともに、市

町村 と連携 しつつ地域 における正 しい情報の普及啓発を行 うことが必要で

ある。一方、国は地方公共団体が適切な施策を進めることができるよう、

先進的な研究を実施 しその成果を普及する等の必要な技術的支援を行 う必

要がある。また、このような行政における役割分担の下、厚生労働省は患

者団体、 日本医師会、 日本アレルギー学会、 日本小児科学会等関係団体並

びに関係省庁 と連携 してア レルギー対策を推進 してい くことが必要であ

る。
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(2)ア レルギー対策の具体的方策

上記の方向性を具体的に達成するため、今後 5年 (平成 22年度まで)

を目途に重点的に取組む具体的方策は以下のとお りである。

今後の方向性

○ 医療の提供

基本的には医療圏毎に、安定時には身近なかか りつけ医において診療

を行い、重症難治例や著 しい増悪時等には専門医療機関において適切に

対応できるよう、円滑な連携体制の確保を図る。

また、診療ガイ ドラインに基づ く計画的治療は、従来の患者の自党症

状による治療 よりも患者 QOLの 向上及び効率的医療の提供が図 られる

ことが報告 されてお り、診療ガイ ドラインの普及が重要である。

○ 情報提供 。相談体制

患者を取 り巻 く生活環境等の改善を図るため、ア レルギー疾患を自己

管理す る手法等の開発を図るとともに、地方公共団体 と連携 し、その手

法等の普及啓発体制の確保を図る。

○ 研究開発等の推進

ア レルギー疾患を自己管理できるよう、患者が自ら抗原を回避するた

めにア レルギーの原因物質の特定が可能 となる手法及び早期診断手法等

を開発する。

また、有効な治療法に関する情報収集体制について検討する。

○ 特に、各アレルギー疾患について重点的に取組む事項は以下のとお

りである。

・ 花粉症については、舌下減感作療法等の開発を推進する。

・ 喘息については、喘息死の減少を目指 し、適切な医療体制の確保を

図る。

・ 食物アレルギーについては、可能な限 り患者 自身が正 しく抗原を知

り抗原を回避できるよう、対策を講 じる。

・ ア トピー性皮膚炎については、患者のQOLの 向上のため、患者が
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継続的に医療を受けられるよう、また自己管理が可能 となるように方

策を講 じる。

(1)医療の提供

(ア )かか りつけ医を中心とした医療体制の確立

○ アレルギー疾患に必要な医療体制

。 国においては、ア レルギー疾患にかかる医療体制を確保するた

め、 日本医師会等医療関係 団体や関係学会等 と連携 して、診療ガ

イ ドラインの改訂及びその普及により、地域の診療 レベルの不均

衡の是正を図る。また、国は地域におけるアレルギー対策の医療

提供体制のあ り方について事例集を作成・配布 し、都道府県等ヘ

の普及に努める。

。 このような国の取組 を踏 まえ、都道府県においては、医療計画

等を活用 して、地域におけるアレルギー疾患に関する医療提供体

制の確保を図ることが求められ る。また、適切な地域医療を確保

する観点から、地域保健医療協議会等を通 じて関係機関 との連携

を十分図る必要がある。

・ アレルギー疾患患者に対 しては、安定期にはアレルギー疾患に

精通 した身近なかか りつけ医が診療するが、重症難治例や著 しい

増悪時には専門的な対応が必要である。そのため、基本的には医

療圏毎にアレルギー診療の専門機能を有 している医療機 関が必要

であ り、また、ア レルギー疾患はほぼ全身臓器に係わる疾患であ

ることか ら、このような専門医療機関等を支援できるよ う、都道

府県に 1カ 所は集学的な診療体制を有 している病院を確保する必

要がある。なお、集学的な診療体制においては、アレル ギー性鼻

炎、喘息、ア トピー性皮膚炎(だ 児ヽのアレルギー疾患等 に関して

専門の医師を有 していることが望ましい。

「 重症難治例等に至 らず とも一次医療機関で対応できる分野につ

いては、地域の事情によつては診療所間の連携体制の構築につい

ても留意する必要がある。
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○ 喘息死等を予防する医療体制 :「喘息死ゼロ」を目指 して

喘息死の原因として、患者側の認識不足や不定期受診等の問題、診

療側の診療ガイ ドラインの利用度の問題等が挙げられているため、地

域において診療所 と救急病院 とが連携 し、患者教育を含む適切な治療

の普及 と患者カー ドを常に携帯 してもらうことによる医師一患者間の

情報共有等を図ることが重要である。喘息発作についての初期対応が

可能な救急病院は、基本的には、医療圏単位で確保 されることが望ま

しい。なお、当該病院に求められる要件 としては、高度、大規模な医

療機器 を備えている必要はなく、アレルギー専門の医師の確保がなさ

れていれば足 りるとの意見がある。

※ 喘虐、死ゼロを目指 した取組の主な内容は以下のとおりである。

・ かかりつけ医における診療ガイ ドラインの普及

。 患者カー ド携帯による患者の自己管理の徹底

・ 救急時対応等における病診連携の構築

(イ )人材育成

○ アレルギー疾患診療に精通 したかか りつけ医の育成

。 国においては、診療ガイ ドラインに基づ く治療を行 うことによ

り、患者のQOLを 向上 させ、効率的かつ適切な医療の提供を

促進できることか ら、 日本医師会等医療関係団体や関係学会等

と連携 して、かか りつけ医に対 して診療ガイ ドラインの普及を

図 りつつ、医学・医術の進歩に応 じ診療ガイ ドライ ンの改訂を

図る。

医学教育においては、全国の医科大学 (医学部)の教育プログ

ラムの指針 となる 「医学教育モデル・コア・カ リキュラム」に

おいて、「アレルギー疾患の特徴 とその発症を概説できる」「ア

ナフィラキシーの症候、診断 と治療を説明できる」「薬物アレル

ギーを概説できる」などの至J達 目標を掲げていることか ら、各

大学においては、これに基づいた教育カ リキュラムを策定 し、

その充実を図ることが必要である。

臨床研修においても、現在、経験目標の 1疾患としてアレルギ

ー疾患が取 り上げられており、救急対応等をはじめとしたプラ



イマ リケアの基本的診療能力 としてその正 しい知識及び技術の

修得に資するものである。臨床研修を受 けている医師は自らア

レルギー疾患 (喘息発作やアナフィラキシーショック等)の診

療について経験することが必要である。

。 また、日本医師会において実施 している医師の生涯教育におい

て、今後 ともよリー層ア レルギー疾患に係る教育が充実され る

ことを望みたい。

・ 小児アレルギー診療に携われる人材の育成について、 日本小児

科学会の取 り組みが望まれる。

○ アレルギー専門の医師の育成

アレルギー疾患診療の質の向上及び都道府県間におけるアレル

ギー専門の医師の偏在是正を図るため、関係学会におけるア レル

ギー専門の医師が適切に育成 されることが望まれる。

また、アレルギー診療はほぼ全身臓器に係わ り全年齢層にわた

る疾患の診療 となるため、総合的なアレルギー専門の医師の存在

は重要 と考えられ、関係学会においてそのような専門の医師の育

成について検討することが望まれる。

○ 保健師、看護師、薬斉J師及び管理栄養士等においても、アレルギ

ー疾患患者に適切に対応できるよう、知識・技能を高めておく必要

がある。また、保健師、看護師については 日本看護協会の研修にお

いて、今後 ともよリー層ア レルギー疾患に係 る教育が充実 されるこ

とが望ま しい。 さらに、ア レルギー疾患にはアナフィラキシーを含

む食物ア レルギーもあり、適正な食物除去が行われることが重要で

あることか ら、管理栄養士・栄養士についても、アレルギー疾患に

十分対応できるよう、 日本栄養士会の研修等において今後 よリー層

アレルギー疾患に係る教育が充実 されることが望ましい。

(ウ )専門情報の提供

○ 国は、アレルギー疾患に関す る研究成果等 を踏まえた専門的な医

学情報については、関係学会等 と協力 して必要な情報提供体制の確
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保を図る。また、専門医療機関等からの相談に対応できるよう国立

病院機構相模原病院の臨床研究センターに相談窓口を設置する。

(2)情報提供・相談体制

国及び地方公共団体は、患者が生活環境等を改善するため、患者 自

己管理手法の促進、情報提供体制や相談体制の確保のための対策を講

じる。

(ア )自 己管理の促進

○ 自己管理する内容

患者及び患者家族が管理することが望まれる主な事項は以下のとお

りである。

・ 生活環境改善 (食物・住環境等に関する抗原回避、禁煙等 )

・ 罹患 している疾患と治療法の正 しい把握

・ 疾患状態の客観的な自己評価

。 救急時対応         等

自己管理の習得法の普及

国は、日本アレルギー学会等と連携し、上記内容について効果的

な教育資材等を作成し、都道府県等や医療従事者等に配布する。

。 このような国の取組を踏まえ、都道府県等においては、都道府県

医師会や関係学会等 と連携 して研修会を実施する等 して、保育所・

学校 (PTA等 )・ 職域や地域 (子 ども会等)等における自己管理

手法の普及を図ることが求められる。

。 また、市町村においても、都道府県等 と同様の取組が期待され、

乳幼児健診等における保健指導等の場を効果的に活用 し、アレルギ

ー疾患の早期発見及び 自己管理手法の普及等を図ることが求められ

る。

・ さらに、学校・保育所等においては、保護者等と十分連携をとり、

児童のアレルギー疾患の状況を把握 して健康の維持・向上を図るこ

とが望ましい。

〇

　

．
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。 医療従事者においては自己管理手法の普及について正 しく認識 さ

れ、医療機関において指導を実践することが望ましい。

(イ )情報提供体制の確保

○ 国民及び患者にとって必要な情報

国民及び患者にとって必要な、アレルギー疾患に関する主な情報は

次のとお りである。

・ アレルギー疾患に関する一般疾病情報 (病因 。病態 。疫学等 )

。 生活環境等に関する情報

(ア レルギー物質 を含む食品に関す る表示やシックハ ウス症候

群等について、患者が適切に生活環境を確保できる うような

情報等 )

・ 適切な治療や薬剤に関する情報
｀

。 研究成果等に関する最新診療情報

。 医療機関及びサービスの選択にかかる情報

○ 情報提供手段

・ 正 しい情報を効果的かつ効率的に普及す るためには、インター

ネ ットのみならず、パンフレット等を活用する情報提供 も必要で

ある。

。 国においては、適宜関係学会等と連携 し、ホームページやパン

フレット等を活用 して、最新の研究成果を含む疾病情報や診療情

報等を都道府県等や医療従事者等に対 して提供する。

・ 地方公共団体においては、国等の発信する情報を活用するほか、

それぞれの地域医師会等の協力を得ながら、医療機関等の選択に

係る情報を住民に対 して提供することが望ましい。

○ その他

。 国は、アレルギー物質を含む食品に関する表示については、科

学的知見の進展等を踏まえ、表示項 目や表示方法等の見直 しを検

討 していく。
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・ 広告規制の緩和に伴い、一定の基準に適合するものとして厚生

労働大臣に届出がなされた学術団体の認定する医師等の専門性に

関する資格名が広告できることとなっているが、 日本ア レルギー

学会については未だ、学術団体 としての法人格を有していないた

め、アレルギー診療を行 う医師の専門性に関する資格名 を広告す

ることができない。 日本アレルギー学会は、当該学会の認定す る

専門医の名称を広告できるよう努めているところである。

・ 未就学児童をもつ保護者へのアレルギー疾患に関する情報提供

は、乳幼児期はアレルギー疾患の好発年齢であることか ら特に重

要である。そのひとつ として、市町村は、保育所等を通 じて、食

を通 じた子 どもの健全育成 (い わゆる 「食育」)に 関する取組 の

中で、食物アレルギーのある子 どもについても対応を進めてい く

ことが望ましい。

(ウ )相談体制の確保

○ 国は、地域毎の相談 レベルに格差が生 じないよう、全国共通の相

談員養成研修プログラムを作成 し、「リウマチ・アレルギー相談員養

成研修会」及び 「シックハ ウス担当職員研修会」の充実を図る。

○ このような国の取組 を踏まえ、都道府県においては体系的なア レ

ルギー相談体制の構築、具体的には、一般的な健康相談等は市町村

において実施 し、抗原回避等に関するより専門的な相談については

保健所において実施する等を検討 し実施することが望ましい。また、

保健所においては、地域医師会や栄養士会等 と連携 し、個々の住民

の相談対応のみならず、市町村、の技術的支援や地域での学校や企

業等におけるアレルギー対策の取組への助言等の支援が期待される。

(3)研究開発及び医薬品開発の推進

(ア )効果的かつ効率的な研究推進体制の構築

○ アレルギー疾患に関する研究をより戦略的に実施するためには、

研究企画 。実施・評価体制の構築 として、明確な目標設定、適切な

研究評価及び効果的なフィー ドバ ックが重要である。
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○ 国は研究の採択に当たつてテーマの類似 している研究課題の統廃

合を進めるとともに、政策的課題に関連するテーマを明確化 し公募

課題に反映させる必要がある。なお、国が進めていくべき研究課題

は、民間企業と国との役割を認識 しながら、研究事業の評価委員会

の意見を踏まえ、課題の決定を行 う。

○ 有効な治療法選択のための情報収集体制の構築の検討

治療効果も含めたアレルギー疾患患者の動向を適切に把握すること

は、単に疾病統計 とい う視点のみならず、病因、病態、診断、治療 t

予後等の研究を効果的かつ効率的に進める上で重要である。国におい

ては、科学的根拠に基づいた縦断的な定点観測体制等の構築が必要で

ある。

また、小児に特化 した調査 としては、同一客体を長年にわたって追

跡調査する「21世紀出生児縦断調査」が平成 13年度か ら実施され

ているところであり、国は調査結果の積極的な活用について検討する。

(イ )研究目標の明確化

① 当面成果を達成すべき研究分野

平成 22年度までに研究成果を得られるよう、次の研究分野を重点

的に研究を推進していく。

○ アレルギー疾患患者 自己管理手法の確立

。 国においては、アレルギー疾患を自己管理できる疾患とする

ための手法の確立を最優先の目標 とする。そのため、関係学会

等と連携 し、平成 22年度 (2010年 度)を 目標に、より確

実で簡便な抗原診断法の開発を進め、患者がアレルギーの原因

物質を日常生活の中で適切に管理できるよう、抗原回避等の自

己管理手法の確立や早期診断法の確立等に重点化を図る。国は

これら研究成果はかか りつけ医等にその技術の普及を図り、患

者がア レルギーの原因物質を日常生活の中で適切に管理するこ

とを目指す。
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最優先研究目標

(1)治療法の効果を正 しく判定するための指標の開発

(2)抗原特定手法の開発及び環境中抗原調整手法の確立

① 安全で正確にアレルギー疾患の原因を特定する検査法の

開発

② 自宅で実施可能な環境中抗原調整手法の開発

(3)重症化・難治化予防のための早期診断法の確立

(4)自 宅で実施可能な減感作療法の開発の推進

自宅で行うことができる治療法開発は、国は今後さらに研究

を進めていくべきである。特に国はスギ花粉症に対する舌下減

感作療法の治療法開発についての臨床研究を推進し、安全性、

有効性を確認する。

② 長期目標を持つて達成すべき研究分野

○ アレルギー疾患の予防法と根治的治療法の開発

長期目標としてアレルギー疾患の病態・免疫システム解析と病因

解明を行い、その成果に基づくアレルギー疾患の根治的治療法を開

発することを国は目指す。

着実 に進めていくべき研究 目標

病態 。発症機序の解明

(1)免疫システムの解明によるアレルギー疾患のコン トロール

① 自然免疫 と獲得免疫等の機序の解明

② アレルギー性炎症の中心 となる細胞の確定

(2)気道等組織 リモデ リング (不可逆変化)の アレルギー疾患

への関与

ア レルギー発症予防法の確立

(1)小児のアレルギー疾患と成人のアレルギー疾患の病態異同

の角翠析

(2)胎内におけるアレルギー感作予防と出生後におけるアレル

ギー発症予防 (遺伝因子 と環境因子の影響に関する解析 )

(3)食物アレルギーの予防薬の開発
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治療法の開発

(1)早期治療の効果 と長期予後

(2)治療中止基準の確立

(3)免疫療法 (DNAワ クチン等)。 生物学的製剤等の開発

(4)テ ーラーメイ ド医療

(5)減感作療法等根治的治療法の効能等改善のための、抗原に

関する基盤研究

③ その他の必要な研究

○ いわゆる民間医療の評価

国においては、いわゆる民間医療を評価 し、その評価結果を国民

に情報提供 し、正 しい知識の普及を図るとともに、民間医療の中で

基礎研究・臨床研究に取 り上げるべき治療法について検討を加え

る。

○ 患者の行動変容に関する研究

(ウ )医薬品の開発促進等

○ 新 しい医薬品の薬事法上の承認に当たっては、国は適切な外国の

データがあればそれ らも活用 しつつ、適切に対応する。

○ 国においては、優れた医薬品がより早く患者の元に届 くよう治験

環境の整備に努める。特に小児に係る医薬品については対応が十分

とはいえないため、小児に係る臨床研究の推進を図ることが望まし

い 。

(4)施策の評価等

○ 政策評価

・ 国においては、国が実施する重要な施策の実施状況等について評

価 し、また、地方公共団体の実施する施策を把握することにより、

より的確かつ総合的なアレルギー対策を講 じていくことが重要であ

る。また、地方公共団体においても国の施策を踏まえ、連携を模索

し、施策を効果的に実施するとともに、主要な施策について政策評

価を行 うことが望ましい。
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本委員会においては、健康局長の私的検討会であるリウマチ対策検討会及

びア レルギー対策検討会における審議の結果を踏まえ、患者のQOLを 維持

・向上させるとい うことに重点を置き、検討 を重ねてきた。

具体的な検討の範囲としては、我が国におけるリウマチ・アレルギー対策

を総合的かつ体系的に推進するための基本的方向性から、重点的に推進すべ

き具体的施策に及ぶ幅広い事項が取 り上げられた。そのような議論を基に、

今般、国、地方公共団体及び関係団体等が連携 して、ともに進めていくべき

取組の方向性等を示す 「リウマチ対策の方向性等」及び 「アレルギー疾患対

策の方向性等」を作成 した。これ らの方向性等については、今後の学術等の

進歩に応 じ、適宜再検討をカロえ、必要があると認められ るときは、これを変

更 してい くものとする。

従前より、我が国におけるリウマチ・アレルギー対策は、必ず しも戦略的

に実施 されてきたとは言えなかった。今般、このような形で報告書がとりま

とめられたことは、議論を尽 くしきれなかった点、至 らない点もあるとは思

われるものの、我が国におけるリウマチ・アレルギー対策を推進する上で大

きな前進 となることであろう。

本報告書の成果が十三分に活用 され、リウマチ対策については、関係者の

協力の下 リウマチ対策が円滑に実施 され、 リウマチに対する的確な予防対策

が講 じられ、「リウマチゼ ロ」 となる日が来 ることを期待する。また、この

取組の成果が 「今後の リウマチ対策について」 (中 間報告)(平成 9年 8月 2

9日 )において、今後の対策の方向性の中で位置づけられている変形性関節

症対策にも役立つことを期待 したい。

また、アレルギー対策についても、今後のアレルギー対策がよリー層円滑

に実施 され、国民に安心・安全な生活を提供する社会づ くりが達成 されるこ

とを期待 したい。
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